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パトロール員が地域を守ります!!
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神奈川あいさつ一新運動
地域の安全・安心はあいさつから

県では、振り込め詐欺をはじめ、空き
巣やひったくり、自転車盗難などの身近
で発生する犯罪を防止するため、県警察
と連携し、県内10か所の警察署の管内に
パトロール員を配置し、「安全・安心まち
づくり防犯パトロール事業」をスタートし
ました。皆さんのまちを巡回する際には、
ご理解とご協力をお願いいたします。

○実施期間　平成21年５月～22年３月の毎日

○実施内容　・徒歩又は青色回転灯を装着した車両による防犯パトロール

・通学路等における子ども見守り活動

・防犯チラシ配布等の広報活動

○実施地区（実施状況により見直します）

□重点地区：６名１組のパトロール隊を配置
大和警察署管内 相模原警察署管内

□指定地区：３名１組のパトロール隊を配置

横浜地域
鶴見警察署管内 県央地域 厚木警察署管内
港北警察署管内 相模原地域 相模原南警察署管内

川崎地域 川崎警察署管内 湘南地域 平塚警察署管内
横須賀三浦地域 横須賀警察署管内 足柄上・西湘地域 小田原警察署管内



かながわ 安全・安心まちづくり
「標語」「ポスター」コンクール

『神奈川県犯罪被害者等支援条例』が
４月からスタート!!
犯罪被害者等の方々が受けた被害の早期回復・軽減と、犯罪被害者等の方々を
県民全体で温かく支える地域社会づくりを目指して、条例を制定しました。

犯罪被害者の方々への支援について
ある日突然、犯罪等に巻き込まれた被害者や家族の方々は、心や身
体に傷を負うばかりでなく、周囲の無理解や心無い対応による精神的
被害など、二次的な被害にも苦しんでいます。
そこで、県、警察、民間支援団体が一体となって、犯罪被害者等の
方々が必要とする支援を提供するため、横浜駅西口（かながわ県民サポー

トセンター（14階））に、「かながわ犯罪被害者サポートステーション」をオープン 
（6月1日）しました。

・電話相談:月～土　9時～17時　045-311-4727
・面談相談:月～土　9時～17時　（予約制）
・支援メニュー:カウンセリング、法律相談、生活資金の貸付、裁判所等への付添い　など
※日曜日、祝日及び年末年始は休業日ですが、FAX、E-Mailでの相談受付は行っています。
FAX　045（311）4755
E-Mail　higaishasodan@pref.kanagawa.jp

作品募集!!
県では「安全で安心なまちづくり」を推進するために、防犯に関する「標語」
と「ポスター」を今年も募集します！入賞作品は振り込め詐欺防止や万引き
防止、携帯電話の安全な使い方など、安全・安心まちづくりの普及啓発に
活用していきますので、たくさんのご応募をお待ちしています。

平成20年度　ポスターコンクール
中学生の部　最優秀作品

平成20年度　標語コンクール
最優秀作品

「ボクの街
照らしてくれる

地域の眼」
応募期間･･･平成21年７月１日（水）～９月７日（月）必着
（応募用紙は下記のホームページからもダウンロードできます。）

応募部門
標 語 部 門 小学生の部 中学生の部 高校・一般の部
ポスター部門 小学生低学年の部 小学生高学年の部 中学生の部
※二重投稿及びそれに類する投稿はご遠慮ください。

【応募先・お問い合わせ先】
〒231-8588　横浜市中区日本大通１
神奈川県安全・安心まちづくり推進課（県庁第二分庁舎５階）

ホームページ
 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/   

  anzenansin/anzennindex.htm
電話　045-210-3520　FAX 045-210-8953



振り込め詐欺 ～新たな手口にご注意!!～
※振り込め詐欺･･･オレオレ詐欺、
架空請求詐欺、融資保証金詐欺、
還付金等詐欺の総称平成21年１月～４月の県内被害額…

すでに  2億5,900万円!!

「自分だけは大丈夫」は禁物です！
今年（４月末まで）も、すでに205件、１日に約1～2
件の割合で発生しています。
新しい手口もどんどん増えていますので、「自分にもかかっ
てくるかもしれない」との心構えが必要です。

最近の主な手口
●警察官や金融機関の職員を名乗る者か
ら、「あなた名義のカードが発見された」
「カードを預かりにいくので、事前に暗証
番号を教えてください」等の連絡が入り、
警察官等になりすました犯人が自宅を訪
れ、キャッシュカードをだまし取り現金を
引き出す。

●「エクスパック500」などで現金を郵送さ
せたり、子の友人等になりすました犯人
が自宅に現金を取りにくる。

●暴力団をかたり、交通事故等の示談金
名目で現金を要求する（携帯電話を通話
状態にさせ、子や孫へ確認させる時間を
与えない）。

定額給付金の給付をかたった詐欺にもご注意ください
総務省や県、お住まいの市町村の
職員が、 
○ＡＴＭ（銀行・コンビニなどの現金
自動預払機）の操作をお願いする
ことは、ありません。 
○「定額給付金」の給付のために、
手数料を求めたり、預り金をい
ただいたりすることは、ありません。
○給付申請書を送付する前に、県
民の皆さんの世帯構成や銀行口
座の番号などの個人情報を照会
することは、ありません。
※ご自宅や職場などに、総務省や県、
市町村の職員などを名乗った電
話がかかってきたり、不審な郵便物が届いた場合には、お住まいの市町
村や最寄りの警察署（または「警察総合相談」の電話　♯９１１０）にご連
絡ください。

知事からの３つのお願い
1

2

3

子や孫へのなりすましを見破るため、家族だけ
の「合い言葉」を決めましょう。

「電話番号が変わった」と知らせてきたら、以前
の番号に、必ず連絡しましょう。

電話で「お金」の話が出たら、振り込め詐欺だと
疑いましょう。
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県内小売店舗にポスターを配布し、
「ストップ万引き!!」を呼びかけています

皆さん　こんにちは。
ぼくは昨年の５月に配属された、「青色回転灯付公
用車」です。ちょっと名前が長いので、川崎分室のく
らし安全指導員の皆さんからは「青パト君」なんて呼
ばれています。
ぼくは、本物のパトカーそっくりにペイントされて
いるので、注目度はバツグン!! 小学校や保育園・幼
稚園をたずねると、すぐに子どもたちにとり囲まれ、「こ
れ、パトカー？」　「何で青い色の回転灯がついている
の？」と聞かれて困っていると、くらし安全指導員さ
んが、子どもたちの質問にやさしく答えてくれています。

ぼくの仕事
は毎日、くら
し安全指導
員さんたちを
のせて、横に
細長い川崎
市を、分室の

ある溝の口を中心に、東へ西へと子ども防犯教室など
の器材を積んで、かけ回っています。
街ですれちがう生徒さんたちや大人の方たちから見
つめられることも多いので、いつも背筋をのばして、
制限速度を守り、安全運転で走っています。

それに、ぼくには、スピーカーもついているので、
防犯や子どもたちの安全を街の人たちに大きな声で呼
びかけることもできるんだよ。
皆さん、街でぼくを見かけたら、   
ぜひ手を振ってくださいね！
皆さん、街でぼくを見かけたら、   

ぼくは、県の安全・安心まちづくり推進課川崎分室の 
青色回転灯付公用車です!!

店舗経営者の方へ　
万引き防止対策に取り組む小売店舗に
は、このポスターと県警本部作成の「万引
き防止のガイドライン」を提供しています。
連絡先   県安全・安心まちづくり推進課
           （電話　045-210-3515）

平成14年は8,531件であった万引きの
認知件数は、平成20年は11,381件（33％
増）と増加しています。
そこで、県では、右
の2種類のポスターを
作成し、県内小売店舗
（約6,500店）に配布し
ています。

柔道家　井上康生さん タレント　南明奈さん


